
静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領の一部改正

新旧対照表
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新 旧

要領名 静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領（平成12年２月28日制定）

改 正 前

静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領

制定 平成12年２月28日

改正 平成14年３月29日

平成15年11月27日

平成17年７月15日

平成18年11月１日

平成19年４月１日

平成19年10月１日

平成21年４月１日

平成22年４月１日

平成23年４月１日

平成24年４月１日

平成25年４月１日

平成26年４月１日

平成27年４月１日

平成28年４月１日

平成28年７月１日

平成29年４月１日

平成29年10月１日

平成30年１月25日

令和２年４月１日

令和３年３月23日

令和３年４月１日

令和３年７月１日

令和４年４月１日

令和５年４月１日

令和６年４月１日

（目次）

第１ 目的

第２ 用語の定義

第３ 収集運搬業の許可申請又は届出等

第４ 収集運搬業における積替え保管

第５ 処分業の許可申請又は届出等

第６ 担当健康福祉センター

第７ 許可証の交付

第８ 申請者の適格性の照会事務

第１ 目的

（略）
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対 照 表

改 正 後

静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領

制定 平成12年２月28日

改正 平成14年３月29日

平成15年11月27日

平成17年７月15日

平成18年11月１日

平成19年４月１日

平成19年10月１日

平成21年４月１日

平成22年４月１日

平成23年４月１日

平成24年４月１日

平成25年４月１日

平成26年４月１日

平成27年４月１日

平成28年４月１日

平成28年７月１日

平成29年４月１日

平成29年10月１日

平成30年１月25日

令和２年４月１日

令和３年３月23日

令和３年４月１日

令和３年７月１日

令和４年４月１日

令和５年４月１日

令和６年４月１日

令和６年11月７日

（目次）

第１ 目的

第２ 用語の定義

第３ 収集運搬業の許可申請又は届出等

第４ 収集運搬業における積替え保管

第５ 処分業の許可申請又は届出等

第６ 担当健康福祉センター

第７ 許可証の交付

第８ 申請者の適格性の照会事務

第１ 目的

（略）
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新 旧

改 正 前

第３ 収集運搬業の許可申請又は届出等

第３－１ 収集運搬業の許可申請

第３－１－(1) (略)

第３－１－(2) 許可申請書受付の際の留意事項

ア～コ (略)

第３－１－(3) (略)

第３－１－(4) (略)

第３－１－(5) (略)

第３－２ 収集運搬業の届出

第３－２－(1) (略)

第３－２－(2) 届出書受付の際の留意事項

ア～エ (略)

第３－２－(3) (略)

第３－２－(4) (略)

第３－３ (略)

第３－４ (略)

第４ (略)
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対 照 表

改 正 後

第３ 収集運搬業の許可申請又は届出等

第３－１ 収集運搬業の許可申請

第３－１－(1) (略)

第３－１－(2) 許可申請書受付の際の留意事項

ア～コ (略)

サ 許可証に記載する氏名（法人の場合にあっては代表者の氏名）について、申請者が旧姓の併

記を希望する場合は、申請書の「申請者」欄に旧姓を使用した氏名を（ ）書きさせるととも

に、申請者が法人の場合は登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、個人の場合は住民票の写

し又は戸籍謄本等により対象者の旧姓を確認すること（法人の場合は登記事項証明書（履歴事

項全部証明書）に旧姓が記載されている場合に限り、許可証への旧姓併記を認める。以下同じ）。

また、申請者（個人である場合に限る）が許可証へ通称名の併記を希望する場合は、申請書

の「申請者」欄に通称名を（ ）書きさせるとともに、住民票の写しにより対象者の通称名を

確認すること。

第３－１－(3) (略)

第３－１－(4) (略)

第３－１－(5) (略)

第３－２ 収集運搬業の届出

第３－２－(1) (略)

第３－２－(2) 届出書受付の際の留意事項

ア～エ (略)

オ 許可証に記載された氏名（法人の場合にあっては代表者の氏名）について、許可業者が旧姓

併記のために書換えを希望する場合は変更届を提出させること。変更届の提出に当たっては、

届出書の「届出者」欄に旧姓を使用した氏名を（ ）書きさせるとともに、届出者が法人の場

合は登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、個人の場合は住民票の写し又は戸籍謄本等の提

出を求め、対象者の旧姓を確認すること。

また、申請者（個人である場合に限る）が通称名併記のために書換えを希望する場合も同様

とする。その際、届出書の「届出者」欄に通称名を（ ）書きさせるとともに、住民票の写し

により対象者の通称名を確認すること。

なお、書換えに当たっては許可証の写しも併せて提出させること。

第３－２－(3) (略)

第３－２－(4) (略)

第３－３ (略)

第３－４ (略)

第４ (略)
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新 旧

改 正 前

第５ 処分業の許可申請又は届出等

第５－１ 処分業の許可申請

第５－１－(1) (略)

第５－１－(2) 許可申請受付の際の留意事項

ア～セ (略)

第５－１－(3) (略)

第５－１－(4) (略)

第５－１－(5) (略)

第５－２ 処分業の届出

第５－２－(1) (略)

第５－２－(2) 届出書受付の際の留意事項

ア～カ (略)

第５－２－(3) (略)

第５－２－(4) (略)

第５－３ (略)

第５－４ (略)
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対 照 表

改 正 後

第５ 処分業の許可申請又は届出等

第５－１ 処分業の許可申請

第５－１－(1) (略)

第５－１－(2) 許可申請受付の際の留意事項

ア～セ (略)

ソ 許可証に記載する氏名（法人の場合にあっては代表者の氏名）について、申請者が旧姓の併

記を希望する場合は、申請書の「申請者」欄に旧姓を使用した氏名を（ ）書きさせるととも

に、申請者が法人の場合は登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、個人の場合は住民票の写

し又は戸籍謄本等により対象者の旧姓を確認すること。

また、申請者（個人である場合に限る）が許可証へ通称名の併記を希望する場合は、申請書

の「申請者」欄に通称名を（ ）書きさせるとともに、住民票の写しにより対象者の通称名を

確認すること。

第５－１－(3) (略)

第５－１－(4) (略)

第５－１－(5) (略)

第５－２ 処分業の届出

第５－２－(1) (略)

第５－２－(2) 届出書受付の際の留意事項

ア～カ (略)

キ 許可証に記載された氏名（法人の場合にあっては代表者の氏名）について、許可業者が旧姓

併記のために書換えを希望する場合は変更届を提出させること。変更届の提出に当たっては、

届出書の「届出者」欄に旧姓を使用した氏名を（ ）書きさせるとともに、届出者が法人の場

合は登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、個人の場合は住民票の写し又は戸籍謄本等の提

出を求め、対象者の旧姓を確認すること。

また、申請者（個人である場合に限る）が通称名併記のために書換えを希望する場合も同様

とする。その際、届出書の「届出者」欄に通称名を（ ）書きさせるとともに、住民票の写し

により対象者の通称名を確認すること。

なお、書換えに当たっては許可証の写しも併せて提出させること。

第５－２－(3) (略)

第５－２－(4) (略)

第５－３ (略)

第５－４ (略)
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新 旧

改 正 前

第６ 担当健康福祉センター

第６－１ 担当健康福祉センターの決定

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る申請書等の受付を行う健康福祉

センター（担当健康福祉センター）は１か所とし、以下の基準により決定する。

(1) 積替え保管を含まない収集運搬業については、「事業計画の概要を記載した書類」中、最も業

務量が多い区域（以下「主たる営業区域」という｡）を管轄する健康福祉センターとする。この

場合において、主たる営業区域の判断は、収集業務を行う区域（排出事業所のある区域）、運搬

業務を行う区域（運搬先処理施設のある区域）の順とする。

なお、主たる営業区域の判断に当たって、中部健康福祉センターは、静岡市を管轄するものと

みなす。また、西部健康福祉センターは、浜松市を管轄するものとみなす。

(2)～(5) (略)

第６－２ (略)

第６－３ (略)

例１： Ａ市

（収集）

Ｂ町

（運搬）

Ａ市を管轄する健康福祉センターが担当

となる。ただし、Ａ市が県外の場合は、Ｂ町

を管轄する健康福祉センターとなる。

例２： Ａ市

（収集）

Ｃ市

（収集）

Ｂ町

（運搬）

Ｄ市

（運搬）

Ａ市とＣ市とで、どちらが主たる営業区

域かにより判断する。
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対 照 表

改 正 後

第６ 担当健康福祉センター

第６－１ 担当健康福祉センターの決定

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る申請書等の受付を行う健康福祉

センター（担当健康福祉センター）は１か所とし、以下の基準により決定する。

(1) 積替え保管を含まない収集運搬業については、「事業計画の概要を記載した書類」中、最も業

務量が多い区域（以下「主たる営業区域」という｡）を管轄する健康福祉センターとする。この

場合において、主たる営業区域の判断は、県内の収集業務を行う区域（排出事業所のある区域）

を優先し、県内に収集業務を行う区域がない場合は運搬業務を行う区域（運搬先処理施設のある

区域）により行う。

なお、主たる営業区域の判断に当たって、中部健康福祉センターは、静岡市を管轄するものと

みなす。また、西部健康福祉センターは、浜松市を管轄するものとみなす。

(2)～(5) (略)

第６－２ (略)

第６－３ (略)

例１： Ａ市

（収集）

Ｂ町

（運搬）

Ａ市を管轄する健康福祉センターが担当

となる。ただし、Ａ市が県外の場合は、Ｂ町

を管轄する健康福祉センターとなる。

例２： Ａ市

（収集）

Ｃ市

（収集）

Ｂ町

（運搬）

Ｄ市

（運搬）

Ａ市とＣ市とで、どちらが主たる営業区

域かにより判断する。なお、Ａ市が県外の場

合は、Ｃ市を管轄する健康福祉センターが

担当となる。
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新 旧

改 正 前

第７ 許可証の交付

第７－１ (略)

第７－２ (略)

第７－３ 許可証の記載

第７－３－(1)

ア～エ (略)

オ その他

許可証の住所は、県内であっても静岡県から記載すること。また、法人の組織表示につい

ては、㈱、㈲等と省略せず、株式会社、有限会社等とすること。なお、交付に当たっては､

知事印を押印すること。

カ 許可証の記載例

別紙９のとおりである。

第７－３－(2) 処分業の許可証

ア～エ (略)

オ その他

許可証の住所は、県内であっても静岡県から記載すること。また、法人の組織表示につい

ては、㈱、㈲等と省略せず、株式会社、有限会社等とすること。なお、交付に当たっては､

知事印を押印すること。

カ 許可証の記載例

別紙 10 のとおりである。

第７－４ (略)

第７－５ (略)

第８ (略)
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対 照 表

改 正 後

第７ 許可証の交付

第７－１ (略)

第７－２ (略)

第７－３ 許可証の記載

第７－３－(1)

ア～エ (略)

オ 旧姓等の併記

旧姓併記の希望があった場合の許可証への記載方法は下記によること。なお、通称名の併記

については旧姓の記載方法に準ずるものとする。

(ｱ) 氏名（法人の場合にあっては代表者の氏名）の後に（ ）書きで旧姓を使用した氏名を記

載すること。

例：静岡 太郎（浜松 太郎）

(ｲ) 書換えの場合は、許可の更新又は変更の状況における日付は届出受付日を、変更事由は旧

姓併記と記載すること。

例：令和６年４月１日 旧姓併記

カ その他

許可証の住所は、県内であっても静岡県から記載すること。また、法人の組織表示について

は、㈱、㈲等と省略せず、株式会社、有限会社等とすること。なお、交付に当たっては､知事

印を押印すること。

キ 許可証の記載例

別紙９のとおりである。

第７－３－(2) 処分業の許可証

ア～エ (略)

オ 旧姓等の併記

第７－３－(1)のオの例による。

カ その他

許可証の住所は、県内であっても静岡県から記載すること。また、法人の組織表示について

は、㈱、㈲等と省略せず、株式会社、有限会社等とすること。なお、交付に当たっては､知事

印を押印すること。

キ 許可証の記載例

別紙 10 のとおりである。

第７－４ (略)

第７－５ (略)

第８ (略)


